
東海村人事行政運営等の状況報告書 （令和４年度）

１　職員の任免及び職員数に関する状況

（１）採用・退職者数の状況

①採用者数の状況

試験採用 選考採用 計

一般行政職員 8 0 8

教 育 職 員 4 0 4

企 業 職 員 1 0 1

合 計 13 0 13

②退職者数の状況

定年 勧奨 普通 再任用満了 その他 計

一般行政職員 5 1 3 1 2 12

教 育 職 員 0 1 0 1 0 2

企 業 職 員 0 0 2 0 0 2

合 計 5 2 5 2 2 16

（２）職員数の状況

R4.4.1 R5.4.1 対前年比増減数

一般行政部門 312 313 1

教 育 部 門 73 74 1

企 業 部 門 37 36 -1

合 計 422 423 1

（３）職員再任用の状況

R5.4.1 （うち前年度からの継続）

一般行政部門 9 5

教 育 部 門 3 2

企 業 部 門 0 0

合 計 12 7

※4　再任用とは，地方公務員法第28条の4の規定に基づく常時勤務を要する職への再任用及び同法第28条の5の規定
に基づく短時間勤務の職への再任用をいう。

R4.4.1～R5.3.31退職者数（人）

※1　一般行政職員とは，教育職員，企業職員に該当しない職員をいう。

※2　教育職員とは，教育委員会事務局，幼稚園，学校調理，学校用務の業務に従事する職員をいう。

職員数（人）

※3　企業職員とは，水道，病院，区画整理，下水道，国保，介護保険業務に従事する職員をいう。

※2　教育職員とは，教育委員会事務局，幼稚園，学校調理，学校用務等の業務に従事する職員をいう。

R4.4.1～R5.3.31採用者数（人）

※1　一般行政職員とは，教育職員，企業職員に該当しない職員をいう。

区 分

区 分

※3　企業職員とは，水道，病院，区画整理，下水道，国保，介護保険業務に従事する職員をいう。

区 分

※2　教育部門とは，教育委員会事務局，幼稚園，小中学校に勤務する職員をいう。

※1　一般行政部門とは，教育・企業部門を除く村長部局などに勤務する職員をいう。

※2　教育部門とは，教育委員会事務局，幼稚園，小中学校に勤務する職員をいう。

※3　企業部門とは，村長部局などにおいて水道，病院，区画整理，下水道，国保，介護保険に従事する職員をいう。

職員数（人）
区 分

※3　企業部門とは，村長部局などにおいて水道，病院，区画整理，下水道，国保，介護保険に従事する職員をいう。

１　任免・職員数



東海村人事行政運営等の状況報告書（令和４年度）

２　職員の給与の状況

　

区 分
平 均 給 料 月 額

(a)
平 均 職 員 手 当
月 額 (b)

平 均 給 与 月 額
(a+b)

平 均 期 末 ・ 勤 勉
手 当 年 額

一般行政職員 320,700円 79,954円 400,654円 1,400,004円 

教 育 職 員 302,900円 38,417円 341,317円 1,369,000円 

技能労務職員 285,200円 20,267円 305,467円 1,168,100円 

※4　給与月額とは，給料及び職員手当（期末・勤勉手当，退職手当を除く）の合計額をいう。

（２）初任給の状況（令和5年4月1日現在）

区 分 学歴 初任給

大学卒 185,200円

高校卒 154,600円

大学卒 185,200円

短大卒 167,100円

技能労務職員 高校卒 151,900円

※3　技能労務職員とは，学校給食調理員等の業務に従事する職員をいう。

（１）平均給料月額，平均手当月額，平均給与月額，平均期末・勤勉手当年額の状況
　　（令和5年4月1日現在）

※1　一般行政職員とは，教育職員，技能労務職員に該当しない職員をいう。

※2　教育職員とは，幼稚園教諭等の業務に従事する職員をいう。

一般行政職員

※2　教育職員とは，幼稚園教諭の業務に従事する職員をいう。

※3　技能労務職員とは，学校給食調理員等の業務に従事する職員をいう。

※1　一般行政職員とは，教育職員，技能労務職員に該当しない職員をいう。

教 育 職 員

２　給与
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（３）職員手当の状況（令和5年4月1日現在）

期末手当 勤勉手当

1.2月
（0.675月）

1.0月
（0.475月）

1.2月
（0.675月）

1.0月
（0.475月）

自己都合 勧奨・定年

19.6695月分 24.586875月分

28.0395月分 33.27075月分

34.7355月分 40.80375月分

39.7575月分 47.709月分

47.709月分 47.709月分

支給額の大きい
手　　　　　　　当

多くの職員に支給
されている手当

区分 配偶者 子1人につき 父母等1人につき

支給月額 6,500円 10,000円 6,500円

借家・借間

自　　　　宅

電車・バス通勤者

自家用車通勤者
※1　期末・勤勉手当において，（ ）内は再任用職員に係る支給割合。

※2　勤勉手当において，前年度人事評価結果が標準の成績の者に係る支給割合。

（４）特別職の報酬等の状況（令和5年4月1日現在）

区 分

村 長 850,000円

副 村 長 658,000円

教 育 長 616,000円

議 長 450,000円

副 議 長 408,000円

議 員 387,000円

 6月期　1.65月
12月期　1.65月
合　計　 3.3月

特殊勤務手当

保育士業務手当，幼稚園教諭業務手当，保育教諭業務手
当，土木建築業務手当

勤続35年

支給率

最高限度額

保育士業務手当，幼稚園教諭業務手当，保育教諭業務手
当，土木建築業務手当，税務手当

住 居 手 当

その他加算措置

期末手当

期末・勤勉手当
支 給 割 合

・職制上の段階，職務の等級による加算措置有り
・勤勉手当支給割合は前年度における人事評価結果による加減算有り

給料

通 勤 手 当

退 職 手 当

扶 養 手 当

勤続30年

勤続25年

家賃の額に応じて28,000円限度に支給（家賃16,000円を
超える場合に限る）

支給なし

　定年前早期退職特例措置
　（50～59歳対象　2％～20％加算）

　なし（H27.4.1より廃止）

報酬

給料・報酬月額

扶養親族である子のうち満16歳から満22歳の年度末までの子，1人につき
5,000円を加算

6月期

12月期

退職時特別昇給

勤続20年

6箇月定期の価格を基本として1箇月あたり55,000円まで

使用距離等に応じて，2,500円から31,600円の範囲内

２　給与
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３　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）勤務時間（令和5年4月1日現在）

一般職員の勤務時間について

○午前8時30分から午後5時15分まで

○休憩時間　午後0時00分から60分間

※特別の勤務に従事する職員の勤務時間は，上記とは異なる。

（２）休暇（令和5年4月1日現在）

療 養 休 暇

介 護 休 暇

特 別 休 暇

※　年次休暇の平均取得日数における職員とは，令和4年1月1日から令和4年12月31日までの全期間を在職した
職員をいい，当該期間の中途に採用された者及び退職した者並びに当該期間中に育児休業，休職の事由がある
職員並びに派遣職員を除く。

年 次 休 暇
1年について，1月1日に在職する職員に対して，20日

令和4年における職員1人当たりの平均取得日数　12.0日

・公務又は通勤による負傷又は疾病のため療養を要する場合は，必要と認め
る期間
・私事による負傷又は疾病のため療養を要する場合は，90日以内において
必要と認める期間

・配偶者，父母，子，配偶者の父母等の負傷，疾病又は老齢により介護を要
する場合

・災害その他特別の理由がある場合

３　勤務時間等
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４　職員の休業の状況

（１）育児休業承認状況

育児休業の承認期間の状況（令和4年度の新規承認者）

6月以下
6月超え
1年以下

1年超え
1年6月以下

1年6月超え
2年以下

2年超え
2年6月以下

2年6月超え

一般行政部門 10 2 4 2 2 0 0

教 育 部 門 2 0 0 1 1 0 0

企 業 部 門 1 0 0 0 1 0 0

合 計 13 2 4 3 4 0 0

※2　一般行政部門とは，教育・企業部門を除く村長部局などに勤務する職員をいう。

※3　教育部門とは，教育委員会事務局，幼稚園，小中学校に勤務する職員をいう。

※4　企業部門とは，村長部局などにおいて水道，病院，区画整理，下水道，国保，介護保険に従事する職員をいう。

（２）その他の休業の状況

その他の休業の状況（令和4年度の新規承認者）

一般行政部門 0 0 0

教 育 部 門 0 1 0

企 業 部 門 0 0 0

合 計 0 1 0

※4　一般行政部門とは，教育・企業部門を除く村長部局などに勤務する職員をいう。

※5　教育部門とは，教育委員会事務局，幼稚園，小中学校に勤務する職員をいう。

※6　企業部門とは，村長部局などにおいて水道，病院，区画整理，下水道，国保，介護保険に従事する職員をいう。

配偶者同行
休業

※2　自己啓発等休業は，地方公務員法第26条の5に基づき，大学等課程の履修又は国際貢献活動のために，大学等課
程の履修のための休業にあっては2年，国際貢献活動のための休業にあっては3年を超えない範囲内で休業できる制度。
給与（給料及び諸手当）は，自己啓発等休業の期間中は支給されない。

※3　配偶者同行休業は，地方公務員法第26条の6に基づき，3年を超えない範囲内で休業できる制度。給与（給料及び
諸手当）は，配偶者同行休業の期間中は支給されない。

※1　修学部分休業は，地方公務員法第26条の2に基づき，職員の修学のため必要とされる時間について，1週間を通じて
19時間を超えない範囲内で休業できる制度。給与（給料及び諸手当）は，就学部分休業の期間中は減額される。

区 分
育児休業
取得者数

育児休業承認期間

区 分
修学部分

休業

※1　地方公務員の育児休業等に関する法律第2条に基づき，3歳に満たない子を養育する職員は，その子が満3歳に達
する日まで育児休業をすることができる。給与（給料及び諸手当）は，育児休業の期間中は支給されない。

自己啓発等
休業

4　休業
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５　職員の分限及び懲戒処分の状況

（１）分限処分延べ件数（令和４年度）

降任 免職 休職 降給 合計 失職

一般行政部門 0 0 0 0 0 0

教 育 部 門 0 0 0 0 0 0

企 業 部 門 0 0 0 0 0 0

小 計 0 0 0 0 0 0

一般行政部門 0 0 25 0 25 0

教 育 部 門 0 0 4 0 4 0

企 業 部 門 0 0 0 0 0 0

小 計 0 0 29 0 29 0

一般行政部門 0 0 0 0 0 0

教 育 部 門 0 0 0 0 0 0

企 業 部 門 0 0 0 0 0 0

小 計 0 0 0 0 0 0

一般行政部門 0 0 0 0 0 0

教 育 部 門 0 0 0 0 0 0

企 業 部 門 0 0 0 0 0 0

小 計 0 0 0 0 0 0

一般行政部門 0 0 0 0 0 0

教 育 部 門 0 0 0 0 0 0

企 業 部 門 0 0 0 0 0 0

小 計 0 0 0 0 0 0

一般行政部門 0 0 0 0 0 0

教 育 部 門 0 0 0 0 0 0

企 業 部 門 0 0 0 0 0 0

小 計 0 0 0 0 0 0

一般行政部門 0 0 25 0 25 0

教 育 部 門 0 0 4 0 4 0

企 業 部 門 0 0 0 0 0 0

小 計 0 0 29 0 29 0

区 分

勤務実績が良く
な い 場 合

心 身 の 故 障 の
場 合

職に必要な適格
性 を 欠 く 場 合

職制，定数の改
廃，予算の減少
により廃職，過員
を 生 じ た 場 合

刑事事件に関し
起訴された場合

※1　一般行政部門とは，教育・企業部門を除く村長部局などに勤務する職員をいう。

災 害 により 生 死
不明になった等
条例で定める事
由 に よ る 場 合

合 計

※4　分限処分とは，公務の能率の維持及びその適正な運営の確保の目的から，勤務成績が良くない場合等の一定
の事由がある場合，地方公務員法第28条の規定に基づき，職員の意に反して降給，休職，免職又は降任の処分をす
ること。

※3　企業部門とは，村長部局などにおいて水道，病院，区画整理，下水道，国保，介護保険に従事する職員をいう。

５　分限・懲戒処分
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（２）懲戒処分件数（令和４年度）

免職 停職 減給 戒告 合計 訓告等

一般行政部門 0 0 0 0 0 0

教 育 部 門 0 0 0 0 0 0

企 業 部 門 0 0 0 0 0 0

小 計 0 0 0 0 0 0

一般行政部門 0 0 0 1 1 0

教 育 部 門 0 1 0 0 1 0

企 業 部 門 0 0 0 0 0 0

小 計 0 1 0 1 2 0

一般行政部門 0 0 0 0 0 0

教 育 部 門 0 0 0 0 0 0

企 業 部 門 0 0 0 0 0 0

小 計 0 0 0 0 0 0

一般行政部門 0 0 0 0 0 0

教 育 部 門 0 0 0 0 0 0

企 業 部 門 0 0 0 0 0 0

小 計 0 0 0 0 0 0

一般行政部門 0 0 0 0 0 0

教 育 部 門 0 0 0 0 0 0

企 業 部 門 0 0 0 0 0 0

小 計 0 0 0 0 0 0

一般行政部門 0 0 0 0 0 0

教 育 部 門 0 0 0 0 0 0

企 業 部 門 0 0 0 0 0 0

小 計 0 0 0 0 0 0

一般行政部門 0 0 0 1 1 0

教 育 部 門 0 1 0 0 1 0

企 業 部 門 0 0 0 0 0 0

小 計 0 1 0 1 2 0

道路交通法違反

※1　一般行政部門とは，教育・企業部門を除く村長部局などに勤務する職員をいう。

合 計

※5　訓告等とは，懲戒処分に準ずる処分であり，訓告のほか厳重注意等を含む。

※3　企業部門とは，村長部局などにおいて水道，病院，区画整理，下水道，国保，介護保険に従事する職員をいう。

※2　教育部門とは，教育委員会事務局，幼稚園，小中学校に勤務する職員をいう。

一 般 服 務 違 反
関 係

区 分

給与・任用に関
す る 不 正

事 務 に 関 す る
不 正

一 般 非 行 関 係

監 督 責 任

※4　懲戒処分とは，職員に職務上の義務違反や全体の奉仕者としてふさわしくない非行があった場合，地方公務員
法第29条の規定に基づき，戒告，減給，停職又は免職の処分をすること。

５　分限・懲戒処分
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６　職員の服務の状況

（１）服務規則

（２）営利企業等従事許可の状況（令和４年度）

区 分

一般行政部門

教 育 部 門

企 業 部 門

合 計

※1　一般行政部門とは，教育・企業部門を除く村長部局などに勤務する職員をいう。

※2　教育部門とは，教育委員会事務局，幼稚園，小中学校に勤務する職員をいう。

※3　企業部門とは，村長部局などにおいて水道，病院，区画整理，下水道，国保，介護保険に従事する職員をいう。

3

0

19

職員は，村民全体の奉仕者として公務を民主的に運営すべき責務を深く自覚し，常にその事務を
処理するに必要な知識及び技術の習得に努め，法令，条例，規則その他の規程及び上司の服務
上の命令に従い，誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

許可件数

16

６　服務
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７　職員の研修及び勤務成績の評定の状況

（１）職員研修の状況（令和４年度）

区 分 概　　　　　　　　　要 受講者数（延べ）

一般行政職員
教 育 職 員
企 業 職 員

　職員の資質及び教養の向上による勤務能率の発揮及び増
進を図り，もって村行政の円滑な運営に資することを目的と
し，職員研修を行っている。
　令和４年度においては，一般研修（階層別研修），専門研
修，派遣研修，交流研修等，全37講座を実施した。

666名

※1　一般行政職員とは，教育職員，企業職員に該当しない職員をいう。

※2　教育職員とは，教育委員会事務局，幼稚園，学校調理，学校用務の業務に従事する職員をいう。

※3　企業職員とは，水道，病院，区画整理，下水道，国保，介護保険業務に従事する職員をいう。

　（２）勤務成績の評定の状況

区 分

一般行政職員
幼稚園教諭・保
育士・保育教諭
技能労務職員

※3　技能労務職員とは，清掃職員，学校給食調理員，用務員等の業務に従事する職員をいう。

※2　幼稚園教諭・保育士・保育教諭とは，幼稚園教諭・保育士・保育教諭のほか，幼稚園，保育所，認定こども園に勤
務する医療職をいう。

職員に対する主な研修は，村が実施する以外に，「茨城県自治研修所」，「全国市町村国際文化
研修所」，「全国建設研修センター」等の外部の研修実施機関で行われているもののほか，茨城
県央地域定住自立圏による合同研修・相互参加研修がある。

概　　　　　　　　　要

職員の職務に対する意欲，向上心，達成感及び充実感を引き出し，もって適正
な人材育成を図るとともに，公平かつ公正な人事管理を行うことを目的に，以下
のとおり人事評価を行っている。
　・基準日…2月1日
　・評価方法…実績評価（目標達成度評価／通常業務評価），能力・態度評価

※1　一般行政職員とは，幼稚園教諭・保育士・保育教諭，技能労務職員に該当しない職員をいう。

７　研修
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８　職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）職員の福利（令和4年度）

事 業

ライフプラン確立の
支 援

健康保持・増進の支援

各種健康診断の実施

（２）公務災害認定件数（令和4年度）

職種別認定件数及び災害発生率

区 分 認定件数

一 般 行 政 部 門 1

教 育 部 門 2

企 業 部 門 0

合 計 3

（３）職員共済会の設置

①会員数

　427人（令和4年度末）

②掛金

　給料月額×5/1000＋100円

③主な事業

　共済給付事業，福利厚生事業　等

④令和4年度決算額

10,337,961円

④うち，公費補助金額 0円 （村民活動参加事業中止のため）

（４）利益の保護の状況（令和4年度）

処理件数 継続件数

勤 務 条 件 に 関 す る
措 置 の 要 求

0 0 0 0

不利益処分に関する
不 服 申 立 て

0 0 0 0

※2　教育部門とは，教育委員会事務局，幼稚園，小中学校に勤務する職員をいう。

発生率（件／百人）

健 康 相 談 の 実 施

※1　一般行政部門とは，教育・企業部門を除く村長部局などに勤務する職員をいう。

0.24

0.47

0.00

0.71

実　　施　　項　　目

ライフプラン講習会の開催（茨城県市町村共済組合主催）

メンタルヘルスセミナーの開催（茨城県市町村共済組合主催）,
衛生委員会の開催，ストレスチェック（個人，集団分析）
長時間労働対策，労働安全衛生教育，普通救命講習会，救急対応訓練

定期健康診断,人間ドック検診,ガン検診等

産業医による健康相談
臨床心理士による心の健康相談室（メンタルヘルスケア）

※3　企業部門とは，村長部局などにおいて水道，病院，区画整理，下水道，国保，介護保険に従事する職員をいう。

※地方公務員法第46条又は第49条の2の規定に基づき，公平委員会に対して行う措置要求または不服申立ての状況

左記案件に対する処理状況前年度からの
継続件数

受理件数区　　　分

職員とその家族の相互救済並びに福利増進を図ることを目的として，東海村職
員共済会を設置している。

８　福祉等


